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地域改善対策の取組の成果は、
現在の人権教育につながっています。

　『KARA FULL』N0.2（平成 29 年12月発行）では、人権に関する地域の歴史を学ぶための

フィールドワークや、人権尊重社会を目指した世界・国・県の取組の歴史などを紹介し、

人権教育の「これまで」について考えました。

　本号では、人権を取り巻く状況の変化を踏まえ、人権についての学びの場づくりに関する

新しい視点を紹介し、人権教育の「これから」について考えます。

「人権教育パンフレット（目標・法律・条例 編）」（福岡県教育委員会　平成 31 年 3 月）p.8から

地域改善対策及び人権教育等の経緯

昭和４５年 福岡県同和教育基本方針

平成９年

平成７年福岡県部落差別事象の発生の防止
に関する条例

今後の同和教育推進について － 指針 －

同和対策事業特別措置法制定（同対法：１０か年の限時法）

（地対法：５か年の限時法）

（地対財特法：５か年の限時法）

（人権教育・啓発の基本的事項）

（５年間の延長）

（恒久法）

同対法を３年間延長

地域改善対策特別措置法制定

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置
に関する法律制定

地対財特法を５年間延長

（平成７年度発表）同和地区実態把握等調査

地域改善対策協議会意見具申

地対財特法の一部改正

人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律

（人権救済制度の在り方）

（人権擁護委員制度の改革）

人権擁護推進審議会
答申［２号答申］

人権擁護推進審議会
答申［２号答申追加］

（５年間）

人権擁護推進審議会
設置

人権擁護推進審議会答申［１号答申］

「人権教育の指導方法等の在り方について」：第一次とりまとめ（平成１６年６月）
：第二次とりまとめ（平成１８年１月）
：第三次とりまとめ（平成２０年３月）

（５か年の限時法）
平成８年１２月　人権擁護施策推進法制定「同和問題の早期解決

に向けた今後の方策
について」閣議決定

昭和４４年

同和対策審議会答申昭和４０年

昭和５４年

昭和５７年

昭和６２年

平成４年

平成５年度

平成８年５月

平成８年７月

平成 ９年３月

平成１１年７月

平成１２年１２月

平成１４年３月

平成２１年１０月

平成２５年１０月

平成２８年４月

平成２８年６月

平成２８年１２月

平成１３年５月

平成９年３月

（平成２３年４月一部変更）

「人権教育・啓発に関
する基本計画」策定

「人権教育の推進に関
する取組状況の調査結
果について」公表

第１フェーズ（平成1７～２１年）
第２フェーズ（平成２２～２６年）
第３フェーズ（平成２７～３１年）

人権教育のための
世界計画

「人権教育の推進に関
する取組状況の調査結
果について」公表

障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律

本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律

平成２９年１０月
福岡県障がいを理由とする
差別の解消の推進に関する
条例

平成９年７月
人権教育のための
国連１０年国内行動
計画（～平成１６年）

（平成３０年３月に改定）
平成１５年　福岡県人権教育・啓発基本指針

平成２１年３月　福岡県人権教育推進プラン
人権教育指導者用手引き

平成２４年３月　人権教育指導者用手引き

平成２７年３月　人権教育資料

平成１０年
人権教育のための
国連１０年福岡県行
動計画

平成１３年
福岡県人権・同和
問題県民意識調査

平成１６年～
基本指針に基づく
実施計画

平成２３年・２８年
福岡県人権問題に関する
県民意識調査

平成１３年１２月

部落差別の解消の推進に関する法律

平成３１年３月 福岡県部落差別の解消の推進に関する条例

平成３０年　福岡県人権教育・啓発基本指針（改定）

Ⅰ
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２ これからの「学びの場づくり」

今まで多かった人権研修 これから目指したい人権研修

人権の

イメージ

やさしさ・思いやり

・人権問題は、個人的な人間関係において

　生じる問題。

・気持ちや意図に焦点。

・差別しないようにする。

・マイノリティのために何ができるか、を

　考える。

・偏見をなくし、正しい知識を身につける。

・マイノリティを理解する。

・人権問題を「自分事」としてとらえる。

権利を知り、力関係（権力関係）を読み解く

問題のとらえ方

と課題

⇕

二項対立的なとらえ方

↓

「わたしはどちら側でもないから」

自分を差別の構図の外側においてしまう。

↓

他人事になりがち

社会の中心を占める「マジョリティ」と

周辺に押し出される「マイノリティ」

マジョリティがもつ特権

個人がもつマジョリティ性とマイノリティ性

↓

マジョリティであることの「責められ感」

自分にも「しんどい」面がある。

↓

自分にとって不利な面には気付きやすく

有利な面には無自覚になりがち

学びのポイント

と目指すもの

・社会の構造と、自分の立ち位置を知る。

・マジョリティの自覚を促す。

・自分や社会の「ふつう」を問い直す。

学習者に

身につけて

ほしいこと

「 具体的な権利としての人権」が保障されていない社会構造の問題を提起する。

➡ 差別の困難さだけでなく、社会の中で保障されていない権利を具体的に知る。

偏見や悪意だけではない、無自覚の差別意識にも気付かせる。

➡ 無意識の偏見や、悪意がなくても抑圧を強化するケースがあることを学ぶ。

参加者全員を研修の主体にする。

➡ 多数派こそが当事者であるという認識で、参加者全員の主体性を促す。

　県教育委員会が主催する「人権教育コーディネーター養成講座」では、市

町村職員などを対象として、人権に関する学習活動の企画・立案に携わる人

権教育指導者を養成しています。毎年新たな内容・方法で実施しており、令和元年度第１

回講座（令和元年 8月 2日実施）では、講師の栗本敦子さん（Facilitator's Labo ／人権

教育コーディネーター）から次のような提起がありました。（以下　編集協力：栗本敦子氏）

・人権問題は、社会のあり方（構造）の問題。

・有利・不利の状況や権利をめぐる結果に焦点。

偏見や悪意に基づき「差別する側」

様々な事情により「差別される側」

　特に、教職員・医療関係者・福祉関係者・警察職員・公務員・マスメディア関係者等、

人権にかかわりの深い「特定職業従事者」を対象とする研修においては、これまでの研修

内容・方法の成果を踏まえつつ、次の視点をもって「学びの場づくり」を行う必要があります。

・差別のある社会を変えていく。

・マジョリティの有利さや力をどのように使

　うか、を考える。
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３ これからの「学びの場づくり」で大切にしたい

３つのポイント

「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」

例①　職場の同僚たちの前で、

「私はふつうだけど、性的少数者の人の気持ちも理解できるよ。」

例② 採用試験（面接）で受験生に、

「○○高校出身なのに、一般常識をしっかりもっていますね。」

例③ 日本語での会話や日本食の調理が上手になった留学生に、

「これで立派な日本人になれるね。」

▲■●◆▼…

▽◇○□△…

これのどこが

差別なの？

気にし過ぎ

ではないの？

　人権教育が効果を上げうるためには、まず、その教育・学習の場自体において、人権

尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。

　人権の歴史について学ぶ場合でも、人権の現状について学ぶ場合でも、知識・情報の伝

達だけでは、「人権を学ぶ場」が「偏見を強めたり、差別を助長したりする場」になりか

ねません。また、効果的な「学びの場づくり」のためには、日常的に人権を尊重する雰囲

気を高め、人権感覚を育成していく必要があります。このことに関して、これから大切に

したい３つのポイントを示します。

　文字どおりの意味は「（正当な理由のない）小さな攻撃」。表現する

側に自覚はないものの、日常的な言動の中で、特定の人々に対する「差

別・偏見・無理解などを含む小さな攻撃」が行われることを指します。

　表現する側が無自覚であるために、何度も繰り返され、対象となる人

を徐々に傷付けます。また、その傷は過小評価される傾向にあります。

　いずれも他者への理解やプラスの評価を示しているように見えますが、

差別・偏見に基づく思考やアイデンティティへの無理解が込められてい

ます。学校や職場・地域でマイクロアグレッションが放置されていない

か、常に点検することが重要です。

　インターネット上では、過去の身分制度において社会から排除された

人々、障がいのある人々、特定の国・民族にルーツをもつ人々などを蔑

視する隠語が、差別的な意図をもって使われています。また、それらの

入力を短縮・省略したり誤変換をそのまま用いたりした造語が次々に生

まれ、インターネット外でも乱用されています。

　人権感覚を育成するためには、「人間関係のゆがみ、ステレオタイプ、

偏見、差別を見極める技能」や「他者の痛みや感情を共感的に受容できる

ための想像力や感受性」を高めることも重要です。　

マイクロアグレッション（microaggression）

インターネット上の造語

カラフルー４

「人権教育のこれ」 ＫＡＲＡ



インターセクショナリティ（intersectionality）

　平成 29 年、差別的表現をめぐる訴訟において、大阪高等裁判所から「人種

差別と女性差別の複合差別である」という旨の判決が出されました。

　人権問題における「インターセクショナリティ（交差性）」とは、複数の差別が足し算

のように単純に重なることではなく、掛け算のように組み合わさって新たな困難を生じさ

せることを表します。例えば「女性」の誰もが同じ差別を受けるわけではなく、「障がい

のある女性」「特定の国・民族にルーツをもつ女性」として、それぞれ異なる困難に直面

しているということです。

　人権課題の当事者が置かれている状況は、一人一人異なります。出会いを通じた学びに

よって、それを丁寧に理解していくことが大切です。
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フィールドワーク in 大牟田

【

実際に現地に赴き、歴史的事実や現実をつかみとる学習です。言葉だけではなく、実
際に体を使って学ぶことにより、過去の人々の生きざまを想像したり、事実を事実とし
て自らの中に取り入れることができるために、差別の現実や、厳しい差別が存在したこ
とに対して憤りを感じたりすることができます。この意味から、感性を揺さぶる効果的
な啓発手法の一つだと言えます。

参考：同和教育資料第２５集「社会教育における同和教育の充実をめざして」】

「フィールドワークとは」

コース 三池集治監跡→宮原坑跡→馬渡記念碑
みいけしゅうちかんあと みやのはらこうあと まわたりきねんひ

　福岡県教育委員会では、社会教育において、県民の身近なところでの教育が重要である

ことから、学習資料や冊子、人権教育指導者育成研修プログラムの作成・配布、人権教育・

啓発担当者の研修や指導者の養成等、様々な手法や内容の学習を通して人権教育を推進し

てきました。

　県内には、効果的に人権教育及び啓発を実践している団体があります。その中でも、市

町村の社会人権・同和教育及び啓発担当者で構成している福岡県社会人権・同和教育担当

者協議会は、社会人権・同和教育及び啓発に係る研究と推進、研究調査や行政の連絡提携

に関する事業を行っています。また、講演会、フィールドワーク、実践交流研修会といっ

た様々な手法や内容の研修を行っています。

　今回は、福岡県社会人権・同和教育担当者協議会が人権教育・啓発担当者育成の取組と

して、毎年フィールドワークを取り入れているブロック企画研修会の様子を紹介します。

　南筑後ブロックの大牟田地区で、令和元年１０月１１日にフィールドワークを実施しました。

「大牟田の石炭産業を支えた人々」というテーマで、三池集治監跡、宮原坑跡、馬渡記念

碑に行きました。

　大牟田・荒尾の石炭関連産業遺産は、平成２７年にユネスコの世界遺産に登録されました。

この近代化遺産のみを見学するだけではなく、当時の労働者の生活や思いにふれ、人権の

視点から歴史を見直すことが大切です。日本の近代化や産業の発展に大きな役割を果たし

てきた大牟田の歴史を知り、厳しい差別を受けながらもたくましく生き抜いてきた人々の

思いにふれ、今後の人権教育及び啓発の深化・充実のための貴重な研修の機会となりました。

福岡県社会人権・同和教育担当者協議会フィールドワークの概要
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みいけしゅうちかんあと

三池集治監跡

フィールドワークの様子

みやのはらこうあと

宮原坑跡

　上半身ほぼ裸で働いていたのは、

坑内の暑さや落盤の事前察知のため

だったんだな。

　三池集治監は、現在の福岡県立三池工業

高等学校の場所にありました。高さ５ｍの

レンガ塀が残っています。

　１８８３（明治１６）年に、国の囚人収容施設

である集治監が、西日本で初めてこの地に設

立されました。

　１８９８（明治３１）年に操業を開始し、

１９３１（昭和６）年に閉坑しました。

　２０１５（平成２７）年に世界遺産に登録

されました。

　近代産業を引っ張ってきた「光」と

過酷な労働条件で働いた人々がいる

「影」の歴史があるんだな。

　様々な人権問題を抱えた

囚人労働が行われていたん

だな。

　囚人たちはとても危

険な中で重労働をさせ

られていたんだな。
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まわたりきねんひ

馬渡記念碑

　刻まれている文字から、差別に耐えた方々の思いや、

希望を失わずに生き抜こうという強い思いが伝わってくるな。

参加者の感想

実践報告集(第34集）

フィールドワークの実践例

　太平洋戦争時に、朝鮮人労働者の収容所

がありました。

　１９９７（平成９）年３月、馬渡第一公園内に

記念碑が建立されました。

　福岡県社会人権・同和教育担当者協議会では、毎年、実践報告集を

作成しています。平成３０年度の実践報告集（第３４集）からは各ブロッ

ク（福岡・北九州・北筑後・南筑後・筑豊・京築）のフィールドワーク

の実践例も掲載されています。

　経済発展の裏に、こんなにも人として扱われ

ず苦しい思いをした人々が多かったことに心が

痛みました。その現場を実際に見ることができ、

決して忘れてはいけないことだと感じました。

この先何があっても、人権が侵害されるような

ことがあってはならないと強く思いました。

　実際に産業文化遺産を訪問し、

その場所の雰囲気、匂い等、肌で

感じ、そこで苦難の過酷な労働を

強いられていた人々に思いを馳せ、

現在にも通じる人権問題を強く意

識できました。
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人権教育に係る指導力向上のために

 
 

 

 

 

「教職員の人権意識、人権教育に関する調査」結果から明らかになったこと 

 

 

〇縦軸：教職員が身につけるべき「資質・能力」

〇横軸：経験年数等に応じた段階を示した「ステージ等」

 基礎 ・ 向上 充実 ・ 深化 発展① 発展② 発展③ 

教  諭 主幹教諭 ・ 指導教諭 副校長 ・ 教頭 

基礎 ・ 基本 主体性 ・ 専門性 高度性 ・ 指導性 経営参画、 指導助言 校務運営、 補佐 ・ 管理 

素養

実践

〈教職員〉 〈管理職〉

　本県では、平成２８年に実施した「教職員の人権意識、人権教育に関する調査」の

結果から教職員の人権問題に関する認識の深化と人権教育に係る指導力等の向上を図ることは喫緊の

課題であることが分かりました。そこで、「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき、平成３０年に

示した「福岡県教職員育成指標」を踏まえ、教職員がキャリアステージに応じて身につけるべき「資質・

能力」を明確にし、教職員研修の充実、人材育成等に活用することをねらいとし、「人権教育に係る

福岡県教職員指導力等達成目標」を策定しました。

　この活用について、八女市立西中学校の取組と関連づけて紹介します。

 

①教職員の人権に関する意識について、県民意識調査結果と比較すると、高い結果と

　なっているが実際に児童生徒に指導を行う教職員としては、十分とは言えない。

②人権に関する意識や知識について、年齢層間において、差が見られる。

③人権問題について深く考える契機となったものとして、「職場の人権教育の取組」、

　「人権課題の解決に取り組む人との出会い」「人権課題当事者との出会い」がある。

福岡県人権教育 ・ 啓発基本指針 福 岡 県 教 職 員 育 成 指 標

２「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目標」の活用目的と方法

１「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目標」

カラフルー９

「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目標」 ＫＡＲＡ









人権教育学習教材集「あおぞら２」

高等学校用教材「STEP ～未来へ～」

毅

】

１ 教材の解説

全国高等学校統一用紙編

就職試験編 ／ 学校編

○ 就職差別の不合理性や問題点を理解するとともに、高校生の進路保障のために積み

重ねられてきた取組の経緯とそれに関わってきた人々の思いを知ることができる。

【 知識的側面（人権の発展に関する歴史や現状に関する知識） 】

○ 本人の適性・能力に関係のない不適切な質問に気付き、それに答えないことで人権

尊重社会の実現を目指そうとする。

【 価値的・態度的側面（公平・公正）】

○ 受験報告書の作成を通して、不適正選考の状況・内容と問題点を学校に

正確に伝えることができる。

【 技能的側面（公平・公正な思考力・判断力）】

２ 本教材で育てたい資質・能力

　『あおぞら２』の教材開発の６観点の１つである「歴史と人権」では、人権に関する

歴史的認識を深めるとともに、人権の発展、人権侵害に関する現状等について理解でき

るようになることを目標としています。この観点に基づく教材の中から、今回は高等学

校用教材「STEP ～未来へ～」を紹介します。

　本教材は、高校生の進路保障のために積み重ねられてきた公正な採用選考の取組の経

緯に焦点を当て、全国高等学校統一用紙（以下統一用紙）及び「言わない・書かない」

の取組について学べるようにした教材です。

　「社用紙」と統一用紙の構成を比較した教材。同和教

育副読本「かがやき」と併用することで、「社用紙」の

差別性に気付かせるとともに、公正な採用選考を求める

人々の思いから統一用紙が制定され、改定が重ねられて

きたことも分かるようになっている。

　不適正選考の場面を描いた、ストーリー性のある教材。

就職試験会場で適性・能力と無関係の書類を求められ、

面接の質問にも疑問を感じた「私」は、他の受験生が毅

然とした態度で回答を断ったことに驚く。受験報告書を

読んだ先生の話を通して、「学校の指導によりお答えで

きません」という言葉の価値を認識する。

『あおぞら２』  ＫＡＲＡ

カラフルー１３



展開例（第１次）

３ 教材を活用した授業例（第３学年 ホームルーム活動）

○ 主体的な進路の選択や将来設計を妨げる不適正選考の具体的な内容を理解できる
ようにする。

◇ 「社用紙」と全国高等学校統一用紙を比較し、現在の様式に至るまでの変遷と、
それに込められた精神や意義を理解できるようにする。

ねらい

学習活動 指導上の留意点

導

入

１ 就職試験においてアピールしたい部分、

評価してほしい部分をグループで交流する。

２ 「全国高等学校統一用紙編」 のスライド

を見ながら、「社用紙」の中で回答したくな

い項目を挙げる。

○かつては差別的な選考が公然と行われていた

ことに気付かせます。

展

開

３ 同和教育副読本「かがやき」の「胸はって

いきていこう<解説>全国高等学校統一用紙」

を読み、統一用紙が制定された経緯を知る。

・「社用紙」

・身元調査

・部落地名総鑑

４ 「全国高等学校統一用紙編」 のスライド

を見ながら、以下の２点をグループで考え、

意見を交流する。

・「社用紙」と初版の統一用紙の相違点

・初版と現行の統一用紙の相違点

５ 就職希望者全員が同じ様式で応募するこ

との意義を全体で考え、交流する。

○統一用紙制定の取組が、近畿地方の社会的に

不利な状況に置かれた生徒の「自分の力で進

路を切り拓きたい」という願いから始まった

ことを理解させます。

○身元調査・部落地名総鑑の問題が現在も続い

ていることを説明し、問題意識を高めます。

○統一用紙自体も複数回の改定を経ていること

から、差別をなくすための取組を、今後も続

けていく必要があることを認識させます。

終

末

６ 本時を振り返り、就職差別をなくすために

自分がとるべき行動を確認する。

不適正選考をなくすためにどのような取組が行われてきたかを知ろう。

統一用紙は、被差別部落の生徒をはじめとする社会的に不利な状況に置かれた生徒

への就職差別をなくす取組の一つであり、全ての人の人権を守る大切なものである。

部活のキャプテン 粘り強く、諦めない

試験のためでも、親の職業や収入は書きづらい

家族構成の欄がない 志望理由の欄が大きい

差別をなくすことに社会全体で取り組む

○就職・進学における不適正選考の事例（自校

　の実例など）を提示し、「自分ならどのよう

　に行動するか」という問いをもたせて、次の

　学習につなげます。

『あおぞら２』 ＫＡＲＡ

カラフルー１４



嘉穂東高等学校の先生方ＫＡＲＡ

学習活動 指導上の留意点

導

入

１ 第１次の内容を振り返る。 ○「社用紙」が統一用紙に変更された背景に、

履歴書提出の段階で不当な扱いを受けた人々

がいたことを理解させます。

展

開

２ 「就職試験編」 を視聴する。

３ グループで面接ウォッチング（面接官と受

験生のロールプレイ）を行い、問題点とその

理由について意見を交流する。

４ 差別につながる質問・書類には「申し訳あ

りませんが、このことについてはお答えしな

いように／提出しないように学校で指導され

ています」と回答することを学ぶ。

○採用権の自由（契約自由の原則）を踏まえつ

つ、企業が何を質問したり記入させたりして

もよいわけではないことなどを説明します。

○自分にとって支障なく対応できる内容だとし

ても、一人一人が言わない・書かない・提出

しないことで、差別をなくすための取組が進

むことを理解させます。

終

末

展開例（第２次）

以下の展開例（第２次）については、福岡県立嘉穂東高等学校（全日制）

から提供していただきました。※平成30年度の実践を、紙面の都合により簡略化

しています。

一人一人の「言わない・書かない」が、全ての人の人権を守ることにつながる。

部落差別を解消する取組が、あらゆる差別のない社会づくりにつながる。

　不適正選考に対する取組として「地区の県立

高校校長会」「地区の進路保障協議会」「所管の

公共職業安定所」の三者で毎年確認している

ルールを、生徒に具体的に説明します。

５「学校編」を視聴し、受験報告書の取組と地

  元の取組を学ぶ。

　『あおぞら２』が分かりやすく、興味・関心を高められた。内容、提示の仕方、ナ

レーション、生徒に考えさせる工夫が、少し視聴しただけでも分かった。

　統一用紙がどのように改善されてきたかについて、『あおぞら２』を活用して映像

で説明したので、問題点をスムーズに伝えることができたのではないか。ナレーショ

ンも入っているので、臨場感があった。

　面接ウォッチングで参加体験型学習を行い、グループで意見を考え、交流すること

ができた。教師が一方的に話すだけでなく、生徒に意見を考えさせる機会をもてた。

○不適正選考によって不利な扱いを受けないよ

　うに、学校や地元・福岡県・国（公共職業安

　定所）等の関係機関で組織的に対応すること

　を伝え、安心感を与えるようにします。

○就職か進学かにかかわらず、受験報告書をき

　ちんと作成し、速やかに提出することを確認

　します。

　統一用紙や申合せ事項の取組は、被差別部落への就職差別に対して始められたものであるが、

現在はそれだけにとどまらず、全ての人々の人権を守るものになっている。

『あおぞら２』 ＫＡＲＡ

カラフルー１５



「おすすめＤＶＤ」 ＫＡＲＡ

やすし先生

受講生

KARA FULL福岡で検索

『KARA FULL』は福岡県教育委員会のホームページにも掲載しています。

『同和問題～過去からの証言、未来への提言～』Ｄ２６５２

やすし先生のおすすめ

人権教育ＤＶＤ

　県内の大学で人権教育の講義を担当されているやすし

先生が、講義で実際に使用したＤＶＤを、おすすめポイ　

ントと受講生の感想とともに紹介します。

　「解放令」から現在に至るまでの同和問題に関わる主な出来事や施策等を、

当時の社会情勢とともに当事者や行政担当者の証言を通して解説しています。例えば

「同和問題解決への取組」の章では、昭和４０年「同和対策審議会答申」から、

特別対策の時期に国が行った施策や調査について、時代を追ってそれぞれの意味

を解説し、３０年以上に渡る取組の成果と課題を理解しやすく整理しています。ま

た、「同和問題の現在」の章では、「インターネットを悪用した差別」「寝た子を起こ

すな論」など、同和問題の本質について解説しています。

【担当者向け61分、一般向け19分】

　「無関心」ということが、差別がなくな

らない、そして新たに差別がつくられる

原因であり、「知る」ことが差別をなくす

一歩だと思います。教科書が無償になっ

た経緯や識字学級の事など、今までの歴

史や制度がつくられたときの背景を知る

ことは、これからの社会を考える上で

大切なことだと感じました。

　様々な出来事や取組があって、今の制

度や法律が存在するにもかかわらず、私

たちはそれを当たり前だと思っています。

私たちが目の届かない場所、知らない出

来事に対して無関心ではだめだなと感じ

ました。今までの歴史を知り、当たり前

を疑うことに差別への解決策があると

考えました。

　今、企業は利潤追求だけでなく、社会にとって責任ある存在であることが求

められています。そのものさしとなるのが企業の採用選考活動です。採用選考

は短い時間ですが、その一瞬の間に会社と応募者双方の将来がかかっています。

　この作品では、採用選考に関わる事例について、採用する側の視点で、公正

な採用選考の基本的な考え方と、その原点である同和問題と人権尊重の心を学

ぶことができる作品となっています。【29 分】

『“尊重する”から始めよう～公正採用選考の基本を学ぶ～』 Ｄ３０８３平成３０年度
購入ＤＶＤの紹介 

カラフルー１６

受講生


